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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
事
故
米
お
よ
び
飼
料
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
度
以
降
に
政
府
が
売
却
し
た
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
米
の
う
ち
、
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
Ｂ
�
が
検
出
さ
れ
た
事

故
米
穀
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
度
に
輸
入
さ
れ
、
平
成
十
八
年
度
に
売
却
さ
れ
た
も
の
が
六
ト
ン
、
平
成
十
四
年
度
に

輸
入
さ
れ
、
平
成
十
六
年
度
に
売
却
さ
れ
た
も
の
が
三
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
度
以
降
に
政
府
が
売
却
し
た
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
米
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
制
度
へ
の

移
行
に
よ
り
、
輸
入
後
に
お
い
て
、
メ
タ
ミ
ド
ホ
ス
に
係
る
残
留
農
薬
の
基
準
値
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
故
米
穀
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
に
輸
入
さ
れ
、
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
に
売
却
さ
れ
た
も
の
が
三
千
四
百
六
十
九

ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
Ｂ
�
が
検
出
さ
れ
た
事
故
米
穀
の
売
却
先
で
あ
る
三
笠
フ
ー
ズ
株
式
会
社
（
以
下
「
三
笠
フ
ー
ズ
」
と

い
う
。
）
が
、
当
該
事
故
米
穀
に
つ
い
て
精
米
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

一



四
に
つ
い
て

メ
タ
ミ
ド
ホ
ス
に
係
る
残
留
農
薬
の
基
準
値
を
超
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
故
米
穀
の
売
却
先
で
あ
る
三
笠
フ
ー
ズ
が
、

当
該
事
故
米
穀
に
つ
い
て
精
米
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

三
に
つ
い
て
及
び
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
事
故
米
穀
の
精
米
に
伴
い
発
生
す
る
ぬ
か
に
つ
い
て
は
、
三
笠
フ
ー
ズ
が
肥
料

を
製
造
す
る
会
社
に
譲
渡
し
た
こ
と
を
示
す
書
類
を
確
認
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

ち
ゆ
う

御
指
摘
の
焼
酎
の
製
造
に
伴
い
発
生
す
る
残
さ
に
つ
い
て
は
、
当
該
残
さ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
農
林
水

産
省
は
、
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
Ｂ
�
の
含
有
の
検
査
を
行
っ
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
焼
酎
の
製
造
に
伴
い
発
生
す
る
残
さ
に
つ
い
て
は
、
当
該
焼
酎
の
製
造
会
社
か
ら
は
、
家
畜
の
飼
料
に
使
っ
て

い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

二



ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
Ｂ
�
が
検
出
さ
れ
た
事
故
米
穀
が
、
三
笠
フ
ー
ズ
か
ら
御
指
摘
の
酒
造
会
社
に
販
売
さ
れ
た
も
の
と
判

断
し
て
そ
の
旨
発
表
し
た
が
、
そ
の
後
、
販
売
さ
れ
た
米
穀
が
当
該
事
故
米
穀
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
そ
の
発
表
の
内
容
を
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

飼
料
添
加
物
に
つ
い
て
は
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
、
「
飼
料
の
品
質
の
低
下
の
防
止
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
用
途
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
飼
料
に
添
加
、
混
和
、
浸
潤
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
用
い
ら
れ
る
物
で
、
農
林

水
産
大
臣
が
農
業
資
材
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
飼
料
添
加
物
の
用
途
は
、

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
六
号
）
第
一
条
に

お
い
て
、
飼
料
の
品
質
の
低
下
の
防
止
、
飼
料
の
栄
養
成
分
そ
の
他
の
有
効
成
分
の
補
給
及
び
飼
料
が
含
有
し
て
い
る
栄
養

成
分
の
有
効
な
利
用
の
促
進
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
企
業
等
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
当
該
飼
料
添
加
物
の
指
定
に
向
け
た

手
続
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
用
途
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

三



飼
料
添
加
物
の
指
定
に
係
る
農
業
資
材
審
議
会
に
お
け
る
審
議
に
使
用
さ
れ
る
安
全
性
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、

未
指
定
の
飼
料
添
加
物
の
製
造
、
輸
入
等
を
新
た
に
行
お
う
と
す
る
者
が
収
集
し
た
も
の
を
基
に
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
、

定
め
ら
れ
た
手
続
に
よ
り
精
査
の
上
、
農
業
資
材
審
議
会
に
提
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
デ
ー
タ
作
成
を
行
う
試
験
機
関
に
対
す
る
査
察
を
実
施
し
て
、
デ
ー
タ
の
信
頼
性
を
確
保
し
て
い
る
。

十
一
に
つ
い
て

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
原
因
と
す
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
、
愛
が
ん
動

物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
製
造
業
者
等
の

届
出
及
び
同
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
帳
簿
の
備
付
け
を
義
務
付
け
て
い
る
。
当
該
措
置
に
加
え
て
、
同
法
第
五
条
の
規

定
に
基
づ
く
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
基
準
及
び
規
格
の
設
定
、
同
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
基
準
又
は
規
格
に
合
わ

な
い
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
製
造
等
の
禁
止
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
有
害
な
物
質
を
含
む
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の

製
造
等
の
禁
止
並
び
に
同
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
廃
棄
等
の
命
令
に
よ
り
、
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
製
造
等
に
係
る
安

全
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
同
法
の
改
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四



十
二
に
つ
い
て

飼
料
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
基
準
及
び
規
格
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
法
第
五
十
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
セ
ン
タ
ー
が
飼
料
の
製
造
業
者
等
を
立
入
検
査
し
、
採
取
し
た
飼
料
に
つ
い
て
、
飼
料
添
加
物
を
含
め
分
析
を

行
い
、
当
該
基
準
及
び
規
格
へ
の
適
合
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
、
製
造
業
者
等
が
実
施
し
て
い
る
自
主
分
析

結
果
等
も
必
要
に
応
じ
て
活
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

飼
料
用
動
物
性
加
工
た
ん
白
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
安
全
性
に
関
す
る

基
準
及
び
規
格
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
基
準
又
は
規
格
に
適
合
し
な
い
飼
料
の
輸
入
は
、
法
第
四
条
に
お
い

て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

当
該
基
準
及
び
規
格
に
適
合
す
る
飼
料
用
動
物
性
加
工
た
ん
白
で
あ
っ
て
も
、
輸
入
に
際
し
て
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
七
条
の
指
定
検
疫
物
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
輸
出
国
政
府
機
関
の
発

行
す
る
検
査
証
明
書
の
添
付
が
必
要
と
な
り
、
指
定
検
疫
物
以
外
の
物
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体

に
よ
り
汚
染
し
、
又
は
汚
染
し
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
検
査
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な

五



る
。ま

た
、
当
該
飼
料
の
輸
入
を
認
め
た
後
も
、
法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
セ
ン
タ
ー
が
飼
料
の
製
造
業
者
等
を
立
入

検
査
し
、
採
取
し
た
飼
料
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
基
準
及
び
規
格
へ
の
適
合
を
確
認
し
て
い
る
。

十
四
に
つ
い
て

飼
料
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
基
準
及
び
規
格
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
当
該
基
準
及
び
規
格
に

適
合
し
て
い
な
い
飼
料
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
等
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
原
産
国
表
示
を
行
う
必
要
は
な
い
。

な
お
、
畜
産
農
家
が
使
用
す
る
飼
料
に
は
、
多
種
類
の
原
材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
原
材
料
に
つ
い

て
原
産
国
表
示
を
行
う
こ
と
は
、
現
実
的
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

十
五
に
つ
い
て

豚
肉
骨
粉
に
つ
い
て
は
、
食
品
安
全
委
員
会
に
よ
る
リ
ス
ク
評
価
を
経
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
基
準
及

び
規
格
が
定
め
ら
れ
、
反
す
う
動
物
用
以
外
の
飼
料
へ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
国
内
で
製
造
さ
れ
た
豚
肉
骨
粉
は
既

に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

現
時
点
で
は
、
豚
肉
骨
粉
は
輸
入
さ
れ
て
い
な
い
が
、
豚
肉
骨
粉
の
輸
入
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
輸
出
国
と

六



の
間
で
家
畜
衛
生
条
件
が
定
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
当
該
輸
出
国
か
ら
実
際
に
豚
肉
骨
粉
が
輸
入
さ
れ
る
場
合
に

は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
輸
出
国
政
府
機
関
に
よ
る
検
査
証
明
書
の
添
付
並
び
に
当
該
基
準

及
び
規
格
へ
の
適
合
が
必
要
と
な
る
。

十
六
に
つ
い
て

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
基
準
及
び
規
格
の
遵
守
に
係
る
監
視
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
省
、
セ
ン
タ
ー
及
び
都
道
府
県
が
連
携
し
て
、
立
入
検
査
及
び
飼
料
の
分
析
を
行
っ
て
お

り
、
的
確
に
対
応
が
で
き
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

七


